
 

 

 

 

吉田町地域公共交通計画 

-だれもが気兼ねなく 

「おでかけ」できる町を目指して- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉 田 町 

策定：令和４年３月 

一部改定：令和７年５月 

 



 

目   次 

 
はじめに 計画策定にあたって・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

 策定の経緯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

 計画改定のねらい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

   

第１章 町内公共交通に関する状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

 (1) 町内の公共交通 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

 (2) 路線バスのカバー状況  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

 (3) 路線バス利用者の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

 (4) 地域間幹線系統への補助金額の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 

 (5) 公共交通に関する町民ニーズ把握 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 

 (6) “ぎゅっと”カーよしだ導入後のカバー状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 

 (7) “ぎゅっと”カーよしだの登録者数・利用者数の推移 ・・・・・・・・・・・・・ 8 

   

第２章 計画の基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 

 本計画の位置づけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 

 基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 

 計画の区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 

 計画の期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 

 公共交通の分類とサービス確保の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 

 数値目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 

   

第３章 具体の施策  

【基本方針１】今ある交通を利用していただけるよう工夫します・・・・・・・・・ 18 

 (1) 既存バス路線の維持・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 

 (2) バス路線の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 

 (3) 通学割引制度の導入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 

 (4) 公共交通案内リーフレットの作成・配布・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 

 (5) 高校通学における公共交通利用案内の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 

【基本方針２】交通拠点を整備します  

 (6) 交通拠点の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 

 (7) 公共交通待合環境の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 

【基本方針３】町内移動を気兼ねなく行える手段を新設します  

 (8) バス路線の見直し（再掲）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 

 (9) オンデマンド型乗合タクシー「“ぎゅっと”カーよしだ」の運行 ・・・・・・・・ 24 

 (10)オンデマンド型乗合タクシー「“ぎゅっと”カーよしだ」のスマートフォン予約の促進、小中高生割引の設定 26 

 (11) 高齢者・障害のある人に向けた移動支援の継続と充実・・・・・・・・・・・・・ 26 

 (12) 運転免許返納者・返納予定者に向けた公共交通利用の周知・・・・・・・・・・ 26 

   

第４章 推進体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31 



- 1 - 

はじめに 計画策定にあたって                                   

策定の経緯 

 吉田町の公共交通は、昭和 43（1968）年に静岡鉄道駿遠線が廃止されて以来、路線バスと

タクシーが担ってきました。しかし、町内公共交通の基幹となる路線バスのうち２路線（藤

枝相良線と島田静波線の３系統）がバス事業者単独での運行が困難となっており、国・県・

町による補助で運行を継続しています。さらに近年は、バス運転手を十分に確保できないこ

とから路線の減便や縮小が懸念される状況となっています。加えてコロナ禍で利用が急減し

ました。住民の生活交通を確保するためには、関係する市町と連携を図りながら、路線の維

持を支援していく必要があります。 

 一方で、町民は移動手段として自家用車を使用する割合が高くなっています。これは、自

家用車がないと生活に支障があると町民が感じていることの現れですが、このため高齢とな

っても自家用車の運転を中止することができず、高齢化進展によって交通事故のリスクが高

まることが懸念されます。逆に運転を中止すれば移動制約が大きくなり、生活に支障をきた

す「交通弱者」の増加も予測されます。 

 吉田町では平成 28（2016）年に、道路運送法に基づく「吉田町地域公共交通会議」を設置

し、路線バスのあり方についての協議を始めました。しかし、既存の路線バスだけでは町内

を十分にカバーできておらず、さらに路線の衰退が見込まれることから、町として能動的に

公共交通のあり方について考えることが必要であると考えるに至り、令和 2（2020）年に、

地域公共交通会議に地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（以下「地域交通法」とい

う。）に基づく協議会の役割も付与した「吉田町地域公共交通協議会」に改組しました。こ

の協議会で、上記課題に戦略的に取り組み、まちづくりと連携した面的な交通ネットワーク

を構築することで、自家用車に頼らずとも移動環境が享受できる町、すなわち「だれもが気

兼ねなく『おでかけ』できる町」となることを目指し、そのための方策をまとめた「吉田町

地域公共交通計画」を策定することといたしました。 

 

計画改定のねらい 

 吉田町地域公共交通計画に基づき、「新しい交通」としてオンデマンド型乗合タクシー

（※利用者の予約に応じて運行する乗合型のタクシー）「“ぎゅっと”カーよしだ」の実証

実験を、道路運送法第 21条の許可を得て、令和 5年 10月から開始しました。これまでの

実証実験の状況から、ニーズの顕在化と、利用者の増加、利用者の利便性の向上が確認で

き、運行内容の方向性が明らかになってきたため、令和 7年 10月から道路運送法第 4条に

よる運行に移行し、本格的な運行を視野に、国の地域公共交通確保維持改善事業の地域内

フィーダー系統と位置付けることとしました。今後の継続的な運行を目指すため、令和７

年 5月に吉田町地域公共交通計画を一部改定いたしました。  
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第１章 町内の公共交通に関する状況                      

(1) 町内の公共交通 

・町内に鉄道駅はありません。 

・路線バスは静鉄バス（しずてつジャストライン株式会社）が運行しています。３路線

あり、町内と JR島田駅（島田静波線）、JR藤枝駅（藤枝相良線）、JR静岡駅・静岡鉄

道新静岡駅（特急静岡相良線）を結び、鉄道駅へのアクセス機能を果たしています。 

・町北部に東名高速道路吉田インターチェンジがあり、東名吉田バスストップが設置さ

れています。町内と東京都や愛知県を結ぶ高速バス（東名ハイウェイバス）が運行し

ています。 

・町内で営業しているタクシー事業者は２社（東海タクシー株式会社、平和タクシー有

限会社）です。平和タクシーは、営業所及び待機所を町内に有しています。 

・公共交通以外の移動手段として、吉田町社会福祉協議会が自主事業として無料巡回バ

スを週２回運行しています。 

・交通不便地域における移動手段としてオンデマンド型乗合タクシー「“ぎゅっと”カー

よしだ」（(9)参照）を吉田町が実施主体となり運行します。主に、路線バスによるサ

ービスが十分に行き届かない地域住民の日常生活の移動を担い、タクシー事業者に運

行を委託します。 

※町ホームページの施設案内及び吉田町公共施設等総合管理計画、住民懇談会での調査結果を基に作成 
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(2) 路線バスのカバー状況 

町内における路線バスのバス停から 300ｍ圏域（下の地図を参照）の人口カバー率は

約 31％です。面積でみると、吉田町の可住地面積は 2,073ha、バス停から 300ｍ圏域の面

積は 366haで、バス停圏カバー率は 18％です。 

 

【路線バス利用圏】 

  

 

 

 

 

  

1km 
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(3) 路線バス利用者数の推移 

町内を運行する路線バスの利用者数は長年減少傾向が続いています。さらに、新型コ

ロナウイルス感染症感染拡大による路線バスの利用控えのため、令和２年度及び令和３

年度は大幅に減少しています。データが入手可能な藤枝相良線と島田静波線の利用者数

の推移を示します。 

 

【１日の路線バス利用者数の推移（乗降調査の結果による）】 
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(4) 地域間幹線系統への補助金額の推移 

藤枝相良線と島田静波線は赤字基調であり、バス事業者から単独継続困難との申し出

があった路線です。両路線とも、国の地域公共交通確保維持改善事業における「地域間

幹線系統」（※複数の市町間を運行するバス路線）に該当するため、国および県の補助を受ける

ことができます。ただしそれだけでは赤字補填額が不足するため、沿線市町で協調し補

助を行うことで、路線の維持を支援しています。吉田町の補助金交付額の推移を示しま

す。 

 

 

【年間の町補助金交付額の推移】 

 

 

  



- 6 - 

(5) 公共交通に関する町民のニーズ把握 

町内を運行する路線バスの利用状況を含め、町民の普段の交通行動やニーズを把握し、

今後の交通施策の方向性並びに将来の交通の姿を検討する基礎資料とするため、公共交

通に関するアンケート調査及び住民懇談会を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題 

・人口の多い地区の一部で、路線バスが通っていない・バス停がない。 

・公共交通拠点がないため、わかりにくく利用しづらい。 

・日常生活・社会生活に必要な町内での移動を気兼ねなく行うための公共交通手段が 

不十分である。 

 

 

令和３年度公共交通に関するアンケート調査結果（抜粋） 

・町内を走る路線バスを日常的に利用している人の割合が低い。 

・普段の移動で、「通勤・通学」目的での外出は、「住吉」、「牧之原市」が多く、「買い

物」目的での外出は、「神戸・大幡」が多い。「趣味・娯楽・飲食」目的での外出は、

「静岡市」、「藤枝市」が多い。 

・移動手段は、自動車が最も多い。 

令和元年度及び令和３年度住民懇談会での意見（抜粋） 

【公共交通サービスについて】 

・特急静岡相良線は便利なバスだと知っているが、それ以外の路線はよくわからな

い。 

・町内に公共交通の拠点がないので、わかりにくい。 

・自宅からバス停が遠い。 

【住民の外出について】 

・子どもの送迎を負担に感じる保護者がいる。 

・外出に困っている高齢者がいる。 

・イベントや地区の行事等への参加を諦める人が増えている。 

・町内で日常的な用足しに使える移動手段がほしい。 

・ 小中高生向けの割引制度があると嬉しい。 
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(6) “ぎゅっと”カーよしだ導入後のカバー状況 

  町内における路線バスのバス停から 300ｍ圏域と“ぎゅっと”カーよしだの停留所か

ら 150ｍ圏域（下の地図を参照）の公共交通近接圏の面積（重複部分は合計しない）は

979haとなります。これにより吉田町の公共交通カバー率は、可住地面積 2,073haの 48％

になり、“ぎゅっと”カーよしだの導入前に比べ 30％増加しました。 

 

【路線バスと“ぎゅっと”カーよしだの利用圏】

＜凡例＞ 

2020 年国勢調査 5次メッシュ 

（250ｍメッシュ）人口 

公共交通近接圏 

バス停圏勢 

（半径 300ｍ） 

“ぎゅっと”カーよしだ停留

所圏勢（半径 150m） 
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(7) “ぎゅっと”カーよしだの登録者数・利用者数の推移 

令和 5 年 10 月の実証実験開始から、登録者数・利用者数は増加傾向が続いており、

令和４年の当計画策定時に課題だった「日常生活・社会生活に必要な町内での移動を気

兼ねなく行うための公共交通手段が不十分」への対応策として、一定の成果を上げてい

ると考えます。以下に、実証実験開始からの登録者数・利用者数等の推移を示します。 

 

【“ぎゅっと”カーよしだの利用者数の推移（利用実績による）】 
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第２章 計画の基本的考え方                                   

本計画の位置づけ  

 

【町の各種計画における公共交通に関する記述】 

計画名（計画期間） 頁 編 章 節 内容 

第５次吉田町総合計画 

（平成 28 年度～令和 5 年度） 
81 第３編 第４章 生活交通 図（8 頁）参照 

第６次吉田町総合計画 

（令和 6 年度～令和 13 年度） 

78 

79 
第３編 第４章 生活交通 図（9、10 頁）参照 

計画名（計画期間） 頁 編 章 節 内容 

吉田町都市計画 

マスタープラン 

（平成 21 年～令和 7 年） 

24 全体構想Ⅲ章 ２ 道路・交通計画 

１)基本的な方向

性 

④生活交通の確保 

生活交通を確保するため、バスの利用実態を把握し、そ

れぞれに応じた運行をバス事業者とともに検討します。

また、高齢者等にやさしい新たな移動手段も検討します。 

25 全体構想Ⅲ章 ２ 道路・交通計画 
２）整備・誘導方針 

④生活交通の確保 

道路整備に際して、利用しやすさに配慮したバス停の整

備を進めるほか、公共交通の利便性の向上やバス路線を

維持するため、バス事業者と協議します。 

富士山静岡空港へのアクセス手段として、住民が利用し

やすいバスの循環ルートの導入をバス事業者に対して働

きかけます。 

44 
地域別構想１ 

住吉地域 

２ 都市施設の 

整備・活用方法 

１）道路・交通 

⑤公共的な移動手 

段の確保 

車を運転しない児童・生徒・高齢者などの生活の足を確

保するための仕組みづくりなどを研究します。 

64 
地域別構想３ 

片岡地域 

２ 都市施設の 

整備・活用方法 

３）公共施設ほか 

①公共的な交通手 

段の研究 

地域内に町立図書館や中央児童館、健康福祉センターな

どが整備されましたが、公共的な交通手段がなく、高齢

化社会の進行に伴い、自動車中心社会において移動を制

約される人にとって不便な状況となっています。このた

め、新たな交通手段の研究を進めます。 

計画名（計画期間） 頁 編 章 節 内容 

第３期吉田町地域福祉計画 

（平成 30 年度～令和 4 年度） 

35 ３章 基本目標４ 
生活交通の確保対

策 

住民の通勤、通学、通院など、日常生活の足として欠く

ことのできない公共交通について、事業者との連携によ

り利便性の向上や、バス路線の維持を図る。 

36 ３章 基本目標４ 

日中使用されてい

ない送迎車両の活

用の可能性につい

ての検討 

送迎のみ利用して、昼間は使用されていないデイサービ

ス送迎車などを利用し、病院や店舗、公共施設などを巡

回できる可能性があるか検討を行う。 

（例：スクールバスの運用、広島県神石高原町、広島県

三原市、福祉バスをコミュニティバスへ用途変更：兵庫

県養父市、企業保有の送迎バスの活用：愛知県豊田市、

千葉県我孫市、船橋市等） 

第４期吉田町地域福祉計画 

（令和 5 年度～令和 9 年度） 
35 ３章 基本目標４ 

外出・移動支援の

充実 

住民の通勤、通学、通院など、日常生活の足として欠く

ことのできない公共交通について、事業者との連携によ

り利便性の向上や、バス路線の維持を図る。 

※１ 国土強靭化基本法に基づき、大規模災害等に備えるための施策について総合的にまとめ、策定する計画 

※２ 都市再生を図るために、都市機能の立地を誘導するべく作成されるマスタープラン 

※３ 居住機能や医療・福祉・商業・公共交通等のさまざまな都市機能の誘導により、都市全域を見渡した基本的な計画 

※４ 住民及び関係団体が地域福祉推進に主体的にかかわるための具体的な指針を定めた計画 
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【第５次吉田町総合計画における公共交通に関する記述】 

出典：第５次吉田町総合計画 
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【第６次吉田町総合計画における公共交通に関する記述】 
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出典：第６次吉田町総合計画 
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地域公共交通は様々な活動と関係していることから、地域公共交通計画は町の各種計

画と関係を持って作成される必要があります。そこで、上記において、各種計画における

地域公共交通に関する位置づけを整理しました。その結果、以下の事項が課題として挙げ

られます。 

 

・既存バス路線の維持・充実 

・利便性向上に資する施設整備 

・バス・タクシーでカバーできない需要への対応（高齢者・児童生徒等） 

・公共施設への移動手段確保 

・関係市町との連携 
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基本方針 

上記で整理された課題、および１章から明らかになった課題を踏まえ、本計画の基本方針

として下記を設定します。 

だれもが気兼ねなく「おでかけ」できる町を目指して 

方針１：今ある公共交通を利用していただけるよう工夫します。 

方針２：交通拠点を整備します。 

方針３：町内移動を気兼ねなく行える手段を新設します。 

 

本計画は、町の各種計画はもとより、路線バスで行くことができる各市の地域公共交通

計画とも整合性を図る必要があります。 

 

計画の区域 

吉田町内全域とします。 

 

計画の期間 

令和４（２０２２）年度～令和８（２０２６）年度とします。 
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公共交通の分類とサービス確保の考え方 

移動手段の分類 役割 主な路線 実施主体 補助事業の活用 

高速バス ・町内と東京都や愛知県

を結ぶ高速バス路線 

・名古屋－東名吉田バス停

－東京 

・東名ハイウ

ェイバス 

  

路線バス 

（広域幹線） 

・町内と静岡駅や空港を

結ぶ路線。 

・主に、通期・通学等で市

町をまたぐ住民の移動

を担う。 

・富士山静岡空港静岡線：新

静岡駅－JR 静岡駅－吉田

IC 入口－富士山静岡空港 

・しずてつジ

ャストライ

ン株式会社 

  

・特急静岡相良線：新静岡駅

－JR 静岡駅－吉田町内－

牧之原市内－浜岡営業所 

・しずてつジ

ャストライ

ン株式会社 

  

路線バス 

（地域間幹線系

統） 

・町内と周辺市町の拠点

を結ぶ路線。 

・主に、通期・通学等で市

町をまたぐ住民の移動

を担い、鉄道との接続等

を考慮した運行を行う。 

・島田静波線：島田市立総合

医療センター－JR 島田駅

前－吉田町内－牧之原市

内－静波海岸入口 

・しずてつジ

ャストライ

ン株式会社 

・国補助（地域公

共交通確保維持

改善事業の地域

間幹線系統確保

維持費国庫補助

金） 

・静岡県補助（静

岡県バス運行対

策費補助金） 

・吉田町補助(地

域間幹線系統確

保維持費補助

金) 

・島田静波線：JR 島田駅前

－吉田町内－牧之原市内

－静波海岸入口 

・藤枝相良線：JR 藤枝駅南

口－吉田町内－牧之原市

内－相良営業所 

オンデマンド型

乗合タクシー 

「“ぎゅっと”カ

ーよしだ」 

（乗合） 

（地域内フィー

ダー系統） 

・交通不便地域における

移動手段として、タクシ

ー車両により運行する。 

・主に、路線バスによるサ

ービスが十分に行き届

かない地域住民の日常

生活の移動を担う。 

・路線バスとの接続によ

る広域移動の確保や、地

域内循環による高齢者

等交通弱者の移動手段

として、地域内の移動を

支える。 

・“ぎゅっと”カーよしだ： 

吉田町全域と町外の一部

（榛原総合病院）を対象と

した区域運行 

・吉田町 

（運行は、タ

クシー事業

者に委託） 

・国補助（地域公

共交通確保維持

改善事業の地域

内フィーダー系

統確保維持費国

庫補助金） 

タクシー 

（乗用） 

・吉田町内全域を対象と

した乗用タクシー。 

・路線バスでは対応が難

しい時間帯や地域への

きめ細やかなサービス

を提供する。 

・吉田町全域 ・有限会社 平

和タクシー 

・東海タクシ

ー株式会社 
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数値目標 

目標は成果指標である「乗降者数」（“ぎゅっと”カーよしだについては「登録者数」「利

用回数」）「高齢者の外出頻度」「満足度」の 3種類を挙げます。 

また、目標値については、コロナ禍によって利用が急減し、その後も戻ってこない可能性

が高いことから、戻ってこないことを前提に利用増加を目指す「必達値」と、コロナ前に戻

ることを前提にそれ以上の利用増加を目指す「希望値」を挙げ、必達値を達成したうえで可

能であれば希望値まで達することを目指していきます。なお、各数値に関しては可能な限り

毎年度の値を調査し、進捗状況を確認していきます。 

※1 基準値×80％で設定 

※2 基準値相当で設定 

※3 乗合バス事業者から提供 

※4 「高齢者の生活と意識に関する調査」実施結果から算出 

※5 「まちづくりに関する住民意識調査」実施結果から算出 

※6 利用実績から引用 

※7 令和 5年度は、令和 5年 10月～令和 6年 3月の 6カ月間 

※8 高齢者人口(7,468人)×25％相当で設定  人口統計の引用：令和２年国勢調査 

※9 高齢者人口(7,468人)×30％相当で設定  人口統計の引用：令和２年国勢調査 

※10 利用実績から算出（登録者数×登録者の利用割合 15％/月×2.0 回乗車/月×12ヵ月） 

 

項目 基準値 参考数値 目標（必達） 目標（希望） 

町内バス停の乗降者数
※3 

437,977人 

（令和元年度） 

326,701人 

（令和２年度） 

350,000人※1 

（令和８年度） 

438,000人※2 

（令和８年度） 

地域間幹線系統（藤枝

相良線、島田静波線）

の通学定期乗降者数※3 

47,595人 

（令和元年度） 

33,877人 

（令和２年度） 

38,000人※1 

（令和８年度） 

49,000人※2 

（令和８年度） 

吉田町役場、片岡北吉

田特別支援学校、吉田

インター入口バス停の

乗降者数※3 

373,265人 

（令和元年度） 

284,075人 

（令和２年度） 

299,000人※1 

（令和８年度） 

374,000人※2 

（令和８年度） 

高齢者の外出頻度 

（週２日以上外出する

割合）※4 

85％ 

（令和元年度） 
－ 

85％ 

（令和７年度） 

85％ 

（令和７年度） 

「バスなどの公共交通

の充実」の満足度

（「満足している」「や

や満足している」）※5 

13％ 

（平成 30年度） 
－ 

15％ 

（令和８年度） 

20％ 

（令和８年度） 

“ぎゅっと”

カーよしだ 

登録者数※6 
654人※7 

（令和 5年度） 

1,302人 

（令和 6年度） 

1,900人※8 

（令和 8年度） 

2,200人※9 

（令和 8年度） 

利用回数※6 
1,537回※7 

（令和 5年度） 

5,577回 

（令和 6年度） 

6,800回※10 

（令和 8年度） 

8,000回※10 

（令和 8年度） 
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第３章 具体の施策                                       

【基本方針１】今ある交通を利用していただけるよう工夫します             

(1) 既存バス路線の維持 

既存のバス路線（島田静波線、藤枝相良線、特急静岡相良線）について、従来の地域

間幹線系統補助を含む各種施策によって、引き続き吉田町の公共交通の軸として維持す

る。 

＜実施主体＞ 

吉田町、静岡県、国、吉田町地域公共交通協議会、バス事業者 

＜スケジュール＞ 

令和８年度まで継続して実施する。 

 

(2) バス路線の見直し 

① 島田静波線 

利用者ニーズや利便性、道路環境等を踏まえ、より人口の多い地域で、道路幅員が

広く、歩道上にバス停上屋等が整備できる等のより環境の整った経路に一部変更する。 

経路変更により、他市のバス停に影響が及ぶ場合は、他市と連携して施策を検討し実

施する。 

＜実施主体＞ 

吉田町、吉田町地域公共交通協議会、バス事業者、タクシー事業者、住民、 

警察、道路管理者、経路変更の影響が及ぶ他市 

＜スケジュール＞ 

令和４年度：経路変更に向けた関係機関との調整、バス停設置場所の選定を開始 

令和５年度以降：経路変更 

 

② 藤枝相良線 

多くの住民が利用する北区の大型商業施設への移動手段として藤枝相良線を活用

できるようにするため、経路変更を検討する。ただし、現在の道路環境では経路変更

が不可能であるため、道路の整備後に実施することになる。 

そのため、経路変更の前に、現経路で大型商業施設に近い位置に「（仮称）北オア

シスパーク北」バス停を新設することで当面対応する。 

＜実施主体＞ 

吉田町、吉田町地域公共交通協議会、バス事業者、住民、警察、道路管理者 

＜スケジュール＞ 

令和４年度：関係機関との調整、バス停設置場所の選定を開始 

令和５年度以降：バス停を新設、道路の整備状況を踏まえ、実施目途がつき次第、経

路変更を実施する。 
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(3) 運賃割引制度の導入 

通学定期券購入補助制度の実施。 

町内在住者を対象に、特急静岡相良線、藤枝相良線、島田静波線の通学定期券購入を

補助する新たな制度を導入する。 

＜実施主体＞ 

吉田町、バス事業者 

＜スケジュール＞ 

令和４年度：関係機関との調整を開始 

令和５年度以降：通学定期券購入補助制度の開始（令和８年度まで随時実施） 

 

(4) 公共交通案内リーフレットの作成・配布 

特急静岡相良線と比べて認知度が低い藤枝相良線、島田静波線の認知度及び利用者数

向上、タクシーや福祉分野の移動サービス等も含めた公共交通全体の案内周知を目的と

して、路線図を含む町民向けリーフレットを作成し、全世帯に配布するとともに、来訪

者にも配布できるよう準備する。併せて路線バスの乗り方等を含めた高齢者向けリーフ

レットを作成し、公共交通利用促進を行う。 

＜実施主体＞ 

吉田町、吉田町地域公共交通協議会、バス事業者、タクシー事業者、 

吉田町社会福祉協議会 

＜スケジュール＞ 

令和４年度：作成・配布 

令和５年度以降：経路変更や「“ぎゅっと”カーよしだ」（(9)参照）の運行に合わせて、

令和８年度まで随時リーフレットの作成・配布を実施する。 

 

(5) 高校通学における公共交通利用案内の実施 

町内在住の中学生を対象に、高校進学後の公共交通による通学方法をまとめた案内

を作成・周知し、関係機関と連携して公共交通利用促進に取り組む。 

＜実施主体＞ 

吉田町、バス事業者、学校関係者 

＜スケジュール＞ 

令和４年度：関係機関との調整、案内に必要な情報収集、案内周知方法の検討を開始 

令和５年度以降：通学案内の作成・周知 
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【基本方針２】交通拠点を整備します                               

(6) 交通拠点の整備 

① 「吉田インター入口」バス停の交通拠点整備 

町の玄関口として、高速バス・空港バス・路線バスや「“ぎゅっと”カーよしだ」

（(9)参照）が乗降でき、乗客が待ち合いできる施設を整備する。加えて、パーク＆ラ

イド※１駐車場、サイクル＆ライド※２駐輪場、キス＆ライド※３自家用車乗降場、トイレ、

観光案内施設や店舗等の機能も有する拠点を整備し、ネットワーク性の向上を図る。 

整備対象範囲は道路区域に指定し、町道大窪３号線、町道東名片岡辻 1号線の特定

車両停留施設としてバス拠点を整備する。併せて町道大窪３号線の拡幅および線形変

更、町道谷川東塩谷２号線の拡幅を行うことにより、バスの円滑な走行動線を確保す

る。 

 

※１ 出発地から最寄りの交通拠点まで自動車を運転し、交通拠点周辺に駐車した後、公共交通機関で

目的地まで移動すること。 

※２ 出発地から最寄りの交通拠点まで自転車で移動し、交通拠点周辺に駐輪した後、公共交通機関で

目的地まで移動すること。 

※３ 出発地から最寄りの交通拠点まで自動車で送迎してもらい、そこから公共交通機関で目的地まで

移動すること。 

 

≪整備イメージ≫ 
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＜実施主体＞ 

吉田町、静岡県、国、吉田町地域公共交通協議会、バス事業者、タクシー事業者、 

警察、道路管理者 

＜スケジュール＞ 

令和４年度：関係機関との調整、整備方法の検討を開始 

令和５年度以降：拠点整備 

 

② 「（仮称）小山城」バス停の新設と交通拠点整備 

小山城・能満寺への来訪手段として路線バスを活用するとともに、吉田インター入

口の交通拠点（(6)①参照）が整備されるまでの暫定的なパーク＆ライド拠点として、

小山城周辺にバス停を新設する。 

＜実施主体＞ 

吉田町、吉田町地域公共交通協議会、バス事業者、警察、道路管理者 

＜スケジュール＞ 

令和４年度：関係機関との調整、バス停設置場所の選定を開始 

令和５年度以降：バス停を新設、パーク＆ライド駐車場の供用開始 

 

※ ③ 「片岡北吉田特別支援学校」バス停の交通拠点整備 

タクシー及び「“ぎゅっと”カーよしだ」（(9)参照）の乗り換え拠点として、バス停

上屋やバスロケーションシステム（※ＧＰＳ等を用いてバスの位置情報を収集し、バス停の表

示板等に情報提供するシステム）を整備する。 

＜実施主体＞ 

吉田町、吉田町地域公共交通協議会、バス事業者、タクシー事業者、警察、 

道路管理者 

＜スケジュール＞ 

令和４年度：バス停上屋・バスロケーションシステムの整備 

 

④ 「吉田町役場」バス停の交通拠点整備 

吉田町の中心拠点として、役場前の空間にロータリーと待合場所を整備するととも

に、自転車とバスの乗り換え利便性向上のためにサイクル＆ライド駐輪場を拡大する。 

＜実施主体＞ 

吉田町、吉田町地域公共交通協議会、バス事業者、警察、道路管理者 

＜スケジュール＞ 

令和４年度：関係機関との調整、整備方法の検討を開始 

令和５年度以降：拠点整備 

 

 

 

  



- 22 - 

(7) 公共交通待合環境の整備 

快適に路線バスを待てるよう、交通拠点（(6)①～④参照）に加えて、利用の多いバ

ス停や多くの利用者が見込まれる新設バス停などに、バス停上屋・イス若しくはシェル

ター（※バス停に整備する雨風しのげる上屋のこと）、バスロケーションシステム等を整備する。 

＜実施主体＞ 

吉田町、吉田町地域公共交通協議会、バス事業者、警察、道路管理者 

＜スケジュール＞ 

令和８年度まで随時実施する。 

 

 
バス停上屋及びバスロケーションシステム 
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【基本方針３】町内移動を気兼ねなく行える手段を新設します              

(8) バス路線の見直し（再掲） 

① 島田静波線 

利用者ニーズや利便性、道路環境等を踏まえ、より人口の多い地域で、道路幅員が

広く、歩道上にバス停上屋等が整備できる等のより環境の整った経路に一部変更す

る。 

経路変更により、他市のバス停に影響が及ぶ場合は、他市と連携して施策を検討し

実施する。 

＜実施主体＞ 

吉田町、吉田町地域公共交通協議会、バス事業者、タクシー事業者、住民、 

警察、道路管理者、経路変更の影響が及ぶ他市 

＜スケジュール＞ 

令和４年度：経路変更に向けた関係機関との調整、バス停設置場所の選定を開始 

令和５年度以降：経路変更 

 

② 藤枝相良線 

多くの住民が利用する北区の大型商業施設への移動手段として藤枝相良線を活用

できるようにするため、経路変更を検討する。ただし、現在の道路環境では経路変更

が不可能であるため、道路の整備後に実施することになる。 

そのため、経路変更の前に、現経路で大型商業施設に近い位置に「（仮称）北オア

シスパーク北」バス停を新設することで当面対応する。 

＜実施主体＞ 

吉田町、吉田町地域公共交通協議会、バス事業者、住民、警察、道路管理者 

＜スケジュール＞ 

令和４年度：関係機関との調整、バス停設置場所の選定を開始 

令和５年度以降：バス停を新設、道路の整備状況を踏まえ、実施目途がつき次第、経

路変更を実施する。 
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(9) オンデマンド型乗合タクシー「“ぎゅっと”カーよしだ」の運行 

既存の路線バスだけでは対応できない町内の移動、バス停から遠い地点とバス停との

移動を確保するため、オンデマンド型乗合タクシー（※利用者の予約に応じて運行する

乗合型のタクシー）による「“ぎゅっと”カーよしだ」を導入する。 

「“ぎゅっと”カーよしだ」は、指定の停留所で乗降するため、停留所は各地区の住

民及び関係団体との協議を踏まえ、配置する。 

また、町外の乗降場所として、利用者が見込まれる医療機関等の指定・拡充を図る。 

＜実施主体＞ 

吉田町、吉田町地域公共交通協議会、タクシー事業者、住民、周辺市 

＜スケジュール＞ 

令和４年度：各地区の協議体制構築、関係機関との調整、サービス内容の確定 

令和５年度：道路運送法第 21条による「“ぎゅっと”カーよしだ」の実証運行開始 

令和６年度：実証運行の実績を踏まえ、利便性向上策を追加 

令和７年度：本格運行を見据え、関係機関を調整 

 

【“ぎゅっと”カーよしだの概要】 

出典：“ぎゅっと”カーよしだパンフレットより抜粋  
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【“ぎゅっと”カーよしだの停留所】 

出典：“ぎゅっと”カーよしだパンフレットより抜粋 
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(10) オンデマンド型乗合タクシー「“ぎゅっと”カーよしだ」のスマートフォン予約の促進、

小中高生割引の設定 

オンデマンド型乗合タクシー「“ぎゅっと”カーよしだ」（(9)参照）については、小中

高生の町内移動を促すために、一般用の回数券に加え、高校生以下を対象とした「こど

も回数券」を導入する等、小中高校生の割引運賃の設定を検討する。 

また、主に高齢者を対象としたスマホ教室等を開催し、スマートフォンによる予約を

促進する。 

＜実施主体＞ 

吉田町、吉田町地域公共交通協議会、タクシー事業者 

＜スケジュール＞ 

令和６年度：令和６年 11月より、各種回数券を適宜導入する。 

令和７年 2月よりスマホ教室等を随時開催する。   

令和７年度以降：計画期間中に利用状況を踏まえ随時検討する。 

 

(11) 高齢者・障害のある人に向けた移動支援の継続と充実 

高齢者に向けて行っている運転ボランティアによる移動支援事業や、障害のある人に

向けて行っている医療機関等へのタクシーによる移送費の助成制度について、引き続き

実施する。 

これら移動支援の取り組みを周知するため、公共交通案内リーフレット（(4)参照）

に各種制度・サービスの詳細を掲載する。 

運転免許返納等に伴う高齢者の町内移動ニーズ増加に対応し、「“ぎゅっと”カーよし

だ」（(9)参照）を導入するとともに、既存スクールバス等の有効活用や福祉有償運送制

度による新たな移動サービスの導入についても関係者と随時検討する。 

＜実施主体＞ 

吉田町、吉田町地域公共交通協議会、タクシー事業者、吉田町社会福祉協議会 

＜スケジュール＞ 

令和８年度まで庁内関連各課・関係機関と連携して随時実施する。 

※ 公共交通案内リーフレット（(4)参照）、「“ぎゅっと”カーよしだ」（(9)参照）につ

いては、各項を参照 

 

(12) 運転免許返納者・返納予定者に向けた公共交通利用の周知 

警察と協力して、運転免許の返納・更新に訪れた住民に対して、公共交通案内リーフ

レット（(4)参照）を配布し、公共交通利用の周知を行う。 

加えて、「“ぎゅっと”カーよしだ」（(9)参照）の導入に際して、住民向けにワークショ

ップ等を開催し、免許返納後も安心して町内を移動できることを周知する。 

＜実施主体＞ 

吉田町、吉田町地域公共交通協議会、警察 

＜スケジュール＞ 

令和８年度まで関係機関と連携して随時実施する。  
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【施策体系図】 
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【計画実施スケジュール】 

 

 

 

 

  

実施主体 Ｒ４ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

⑴ 既存バス路線の維持
吉田町、静岡県、国、吉田町地域公共交通
協議会、バス事業者

①
バス路線の見直し
島田静波線

吉田町、吉田町地域公共交通協議会、バ
ス事業者、タクシー事業者、住民、
警察、道路管理者、経路変更の影響が及
ぶ他市

関係機関と調整、バス停選定 継続して実施

②
バス路線の見直し
藤枝相良線

吉田町、吉田町地域公共交通協議会、バ
ス事業者、住民、警察、道路管理者

関係機関と調整、バス停選定

⑶ 通学定期券購入補助制度導入 吉田町、バス事業者

関係機関と調整

⑷ 交通案内リーフレットの作成・配布
吉田町、吉田町地域公共交通協議会、バ
ス事業者、タクシー事業者、吉田町社会福
祉協議会

作成配布

⑸
高校通学における公共交通利用方法案内
の実施

吉田町、バス事業者、学校関係者

関係機関と調整、情報収集 周知

①
交通拠点の整備
「吉田インター入口」バス停

吉田町、静岡県、国、吉田町地域公共交通
協議会、バス事業者、タクシー事業者、警
察、道路管理者

関係機関と調整、整備方法検討

②
交通拠点の整備
「（仮称）小山城」バス停

吉田町、吉田町地域公共交通協議会、バ
ス事業者、警察、道路管理者

関係機関と調整、バス停選定 駐車場供用開始 利用状況を鑑みて継続可否判断

③
交通拠点の整備
「片岡北吉田特別支援学校」バス停

吉田町、吉田町地域公共交通協議会、バ
ス事業者、タクシー事業者、警察、道路管
理者

バス停上屋・バスロケーションシス
テム整備

④
交通拠点の整備
「吉田町役場」バス停

吉田町、吉田町地域公共交通協議会、バ
ス事業者、警察、道路管理者

関係機関と調整、整備方法の検討

⑺ 公共交通待合環境の整備
吉田町、吉田町地域公共交通協議会、バ
ス事業者、警察、道路管理者

①
バス路線の見直し（再掲）
島田静波線

②
バス路線の見直し（再掲）
藤枝相良線

⑼ 「町内を走る新しい交通」の導入
吉田町、吉田町地域公共交通協議会、タク
シー事業者、住民

実績を踏まえ利便性向上策追加 本格運行移行可否判断

⑽
「町内を走る新しい交通」のスマートフォン
予約割引、小中高生割引の設定

吉田町、吉田町地域公共交通協議会、タク
シー事業者

⑾
高齢者・障害のある人に向けた移動支援の
継続と充実

吉田町、吉田町地域公共交通協議会、タク
シー事業者、吉田町社会福祉協議会

⑿
運転免許返納者・返納予定者に向けた公共
交通利用の周知

吉田町、吉田町地域公共交通協議会、警
察

【参考】関連する町各種計画

吉田町総合計画
第５次（後期） 第６次（前期）

吉田町国土強靭化地域計画

吉田町都市計画マスタープラン
改訂年度

吉田町地域福祉計画
第３期

⑻

第４期

　　　　　　　　　　　　　　　　⑽の導入に合わせて実施

関連各課と連携し、随時実施

関連機関及び各課と連携し、随時実施

協議体制構築、関係機関と調整、内容確定 導入（実証実験）

導入 継続して実施

⑵、⑺、⑽等に合わせて随時実施

作成、周知

随時実施

⑹

拠点整備

バス停新設

拠点準備 拠点整備

施策 Ｒ５

　　　　　　　　　　　　継続して実施

⑵

経路変更

バス停新設 道路実施目途つき次第経路変更

オンデマンド型乗合タクシー「“ぎゅっと”カー

よしだ」の運行 

オンデマンド型乗合タクシー「“ぎゅっと”カー

よしだ」のスマートフォン予約の促進、小中高

生割引の設定 
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実施主体 Ｒ４ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

⑴ 既存バス路線の維持
吉田町、静岡県、国、吉田町地域公共交通
協議会、バス事業者

①
バス路線の見直し
島田静波線

吉田町、吉田町地域公共交通協議会、バ
ス事業者、タクシー事業者、住民、
警察、道路管理者、経路変更の影響が及
ぶ他市

関係機関と調整、バス停選定 継続して実施

②
バス路線の見直し
藤枝相良線

吉田町、吉田町地域公共交通協議会、バ
ス事業者、住民、警察、道路管理者

関係機関と調整、バス停選定

⑶ 通学定期券購入補助制度導入 吉田町、バス事業者

関係機関と調整

⑷ 交通案内リーフレットの作成・配布
吉田町、吉田町地域公共交通協議会、バ
ス事業者、タクシー事業者、吉田町社会福
祉協議会

作成配布

⑸
高校通学における公共交通利用方法案内
の実施

吉田町、バス事業者、学校関係者

関係機関と調整、情報収集 周知

①
交通拠点の整備
「吉田インター入口」バス停

吉田町、静岡県、国、吉田町地域公共交通
協議会、バス事業者、タクシー事業者、警
察、道路管理者

関係機関と調整、整備方法検討

②
交通拠点の整備
「（仮称）小山城」バス停

吉田町、吉田町地域公共交通協議会、バ
ス事業者、警察、道路管理者

関係機関と調整、バス停選定 駐車場供用開始 利用状況を鑑みて継続可否判断

③
交通拠点の整備
「片岡北吉田特別支援学校」バス停

吉田町、吉田町地域公共交通協議会、バ
ス事業者、タクシー事業者、警察、道路管
理者

バス停上屋・バスロケーションシス
テム整備

④
交通拠点の整備
「吉田町役場」バス停

吉田町、吉田町地域公共交通協議会、バ
ス事業者、警察、道路管理者

関係機関と調整、整備方法の検討

⑺ 公共交通待合環境の整備
吉田町、吉田町地域公共交通協議会、バ
ス事業者、警察、道路管理者

①
バス路線の見直し（再掲）
島田静波線

②
バス路線の見直し（再掲）
藤枝相良線

⑼ 「町内を走る新しい交通」の導入
吉田町、吉田町地域公共交通協議会、タク
シー事業者、住民

実績を踏まえ利便性向上策追加 本格運行移行可否判断

⑽
「町内を走る新しい交通」のスマートフォン
予約割引、小中高生割引の設定

吉田町、吉田町地域公共交通協議会、タク
シー事業者

⑾
高齢者・障害のある人に向けた移動支援の
継続と充実

吉田町、吉田町地域公共交通協議会、タク
シー事業者、吉田町社会福祉協議会

⑿
運転免許返納者・返納予定者に向けた公共
交通利用の周知

吉田町、吉田町地域公共交通協議会、警
察

【参考】関連する町各種計画

吉田町総合計画
第５次（後期） 第６次（前期）

吉田町国土強靭化地域計画

吉田町都市計画マスタープラン
改訂年度

吉田町地域福祉計画
第３期

⑻

第４期

　　　　　　　　　　　　　　　　⑽の導入に合わせて実施

関連各課と連携し、随時実施

関連機関及び各課と連携し、随時実施

協議体制構築、関係機関と調整、内容確定 導入（実証実験）

導入 継続して実施

⑵、⑺、⑽等に合わせて随時実施

作成、周知

随時実施

⑹

拠点整備

バス停新設

拠点準備 拠点整備

施策 Ｒ５

　　　　　　　　　　　　継続して実施

⑵

経路変更

バス停新設 道路実施目途つき次第経路変更

令和 7年 10月より 
道路運送法第 4条による運行 
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【施策実施場所（イメージ）】 

 

    

1km 

町内を走る 

オンデマンド型乗合タクシー 

「“ぎゅっと”カーよしだ」 

の導入 
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第４章 推進体制                                        

「だれもが気兼ねなく『おでかけ』できる町を目指して」策定された本計画を着実に推進

していくため、吉田町地域公共交通協議会が「計画推進本部」の役割を担います。この協議

会は町長が会長となり、乗合バス事業者、バス・タクシー事業者団体の代表、住民・利用者

代表、国土交通省中部運輸局静岡運輸支局、バス事業者の労働組合の代表、有識者が委員と

して参画しています。これら関係者が計画の具体的な実施にあたって熟議を行い、その結果

をもとに協力して実施していくことになります。その際、委員各位がその出身団体や周辺と

コミュニケーションをとり、方針・施策に関する意見収集や普及啓発を行うことが求められ

ます。また、協議事項によっては、住民委員を中心とした検討、事業者委員を中心とした検

討、各地区での検討が必要となるため、必要に応じて部会を設置・開催していくことになり

ます。 

計画推進のためには、町役場の内部の体制も重要となります。そのため、町の施策実施を

検討する行財政構造改革推進本部会議で公共交通関連事項も取り扱い、各部局での確実な実

施と町内連携を確保していくことになります。言うまでもなく、町議会での審議は非常に重

要であり、議会とのコミュニケーションを円滑にし、町が一体となって公共交通の充実に取

り組めるようにしていくことも必要です。 

以上を踏まえつつ、さらに国庫補助に関連する実施必要事項も考慮して、本計画実施にか

かる標準スケジュールを下記のように設定します。なお、事業進捗状況や周辺状況などによ

ってスケジュールは弾力的に変更される必要があります。また、最終年度については次期計

画策定のため、調査検討事業の実施や協議回数の増加が必要となります。 

 

【実施体制】 

 

 

 

 

 

 

【外部評価、改善策の提案 等】 

・吉田町地域公共交通協議会 

【内部評価】 

吉田町行財政構造改革推進本部会議 

公共交通施策の実施体制 
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